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第 15 用 地 

公共用地の取得 

県土整備部で施行している公共事業に必要な用地として、平成２２年度に県内２１ヶ所の地

域整備センター等において、２１万８，０９８㎡を１０８億４，６００万円（補償費込み）で

取得しました。 

用地取得に関して千葉県では、次の促進策を講じています。 

(1) 代替地登録制度 

あらかじめ、各土木事務所に代替地として処分可能な土地を登録していただき、公共事業

の用地提供者にあっ旋しています。 

(2) 代替地媒介制度 

社団法人千葉県宅地建物取引業協会及び社団法人全日本不動産協会千葉県本部から不動産

情報の提供を受けて、代替地の円滑な確保を図っています。 

(3) 移転資金等の利子補給 

公共事業に伴い建築物の移転又は代替地の購入を必要とする方が受ける資金融資に対し、

県がその利子を補給しています。 

(4) 用地機動班の配置 

用地買収が難航し、かつ緊急を要する事業及び優先的に取り組む必要のある重点事業に対

し、用地事務の経験豊富な職員を用地機動班（４事務所、各２名）として配置し、用地取得

の促進を図っています。 

(5) 土地収用制度の積極的活用 

公共用地の取得に関しては、あくまでも話し合いにより譲って頂くのが原則ですが、やむ

を得ない事情がある場合には、土地収用制度を活用することにより、事業の円滑な促進を図

ります。 

 

登記事務の促進 

登記事務を適正かつ迅速に行うために次の措置を講じています。 

(1) 登記事務の委託 

昭和６１年度から、専門的な知識を持っている社団法人千葉県公共嘱託登記司法書士協会

及び社団法人千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会への登記事務の委託を実施しています。 

(2) 登記嘱託職員の配置 

過年度における未登記案件の処理を進めるため、登記嘱託職員を次のとおり配置していま

す。 

非常勤登記嘱託職員 １４事務所 各１名 

(3) 登記事務の研修 

登記事務を円滑に行うため、県や市町村の職員を対象に、平成２２年度は２回の研修会を

実施しました。 

 

 



102 

 

県有地の管理及び処分 

道路の改良工事、河川の改善工事により生じた財産（廃川敷・廃道敷）で県有の普通財産と

なったものについて、千葉県公有財産管理規則等に基づいて処分等を行っています。 

 県有地の処分状況 

２０年度 ２１年度 ２２年度 

件数 面積

(㎡) 

金額(千円) 件数 面積

(㎡) 

金額(千円) 件数 面積

(㎡) 

金額(千円) 

９ 6,388 63,356 14 5,208 32,589 19 4,884 24,794 

 

地価公示及び地価調査 

一般の土地取引価格の指標とするとともに公共事業の用地取得価格の算定基準とされるなど、

適正な地価の形成に寄与することを目的とし、県内主要地点を選定し、その価格調査を行い公

表しています。 

それぞれの制度の概要は次のとおりです。 

(1) 地価公示制度 

ア 標準地数       １，２８８地点（うち林地７地点） 

イ 標準地の価格調査時点 毎年１月１日 

ウ 標準地の価格公示期日 毎年３月下旬（平成２３年は３月１８日） 

エ 実施機関       国土交通省土地鑑定委員会 

(2) 地価調査制度 

ア 標準地数       ８２０地点（うち林地 11 地点） 

イ 標準地の価格調査時点 毎年７月１日 

ウ 標準地の価格公示期日 毎年９月下旬（平成２３年は９月２１日） 

エ 実施機関       千葉県 

 

地籍調査 

地籍調査は、昭和２６年に施行された「国土調査法」に基づき、国土調査の一環として行わ

れており、国有林及び公有水面等を除く全ての土地について、一筆毎に所有者、地番、地目、

境界を調査・確認し、その面積を測定して地図及び簿冊を作成するものです。 

調査の成果は、登記所に送付され不動産登記に反映されるほか、公共事業や税務の基礎資料

として多目的に活用されています。 

(1) 実施状況 

本県における地籍調査は、昭和３２年から開始され、平成２２年度末で県下５４市町村の

うち、１８市町村が着手しており、進捗状況は本県全体の要調査面積４，９１４ｋ㎡に対し、

調査済面積は６５８ｋ㎡で、進捗率は１３％です。（全国平均４９％）
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 地籍調査の進捗状況 

全域完了(3) 香取郡神崎町、香取郡多古町、長生郡一宮町 

休 止(5) 成田市、柏市、市原市、流山市、香取市 

実 施 中(10) 千葉市、市川市、旭市、富津市、南房総市、山武市、香取郡東庄町、 

山武郡芝山町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町 

 

最近５ヶ年の実施状況は、下表のとおりであり、平成２３年度には白井市及び印旛郡栄町

が着手します。 

 地籍調査の実施状況 

年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 

面積(ｋ㎡) ５．９９ ５．８６ ５．０３ ５．６３ ４．４４ 

市町村数 ９ ９ １０ １０ １０ 

 

(2) 経費の負担 

経費の負担割合は、下表のとおりであり、県及び市町村の負担分に対しては、特別交付税

が交付されます。 

なお、土地所有者等には、ほとんど負担がかからないことになっています。 

 地籍調査の負担割合 

区 分 国 県 市町村 

負担割合 １／２ １／４ １／４ 

 

(3) 地籍調査の進め方 

地籍調査は下図のような手順で進められます。 

 


